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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成23年６月29日に提出した第62期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

（１）コーポレート・ガバナンスの状況

④　役員報酬等

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

第一部　【企業情報】

第４　【提出会社の状況】

６　【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

④　役員報酬等

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　　　　

　　（訂正前）　

　　　　　　（前略）

　　　現在の取締役及び監査役の報酬額は、平成２年６月28日開催の第41回定時株主総会において、取締役の報酬額を

月額40百万円以内、平成６年６月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役の報酬額を月額7百万円以内

と決議されております。　　

　　　　　　（後略）

　　　

　　（訂正後）　

　　　　　　（前略）　

　　　　　　現在の取締役及び監査役の報酬額は、平成20年６月27日開催の第59回定時株主総会において、取締役の報酬

　　額を年額２億円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内と決議されております。

　　　（後略）
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